【請求支払に関するQ＆A】
Q1：入院中の患者が、月の途中で社会保険から国保に切り替わった場合のレセプトの記載方法はどのようになるのか。

　（１）入院年月日について

　（２）診療開始日について

　（３）入院基本料の起算日について

A：（１）入院年月日について

　　　保険種別等の変更の如何を問わず、当該医療機関における入院基本料の起算日としての入院年月日であり、社会保険で入院した日を記載願います。

　（２）診療開始日について

　　　原則として、新資格となった日となり、国保に切り替わった日を記載願います。

なお、摘要欄にその旨（社会保険から国保に変更など）を記載願います。

　　（３）入院基本料の算定日について

　　　　前の資格で入院した日を記載願います。
Ｑ２：受診中の患者の保険証が月の途中で変更となった場合、レセプトの提出方法はどのようになるのか。

Ａ：（１）保険者番号が異なる場合

　　　保険者番号の変更があった場合は、保険者番号毎にそれぞれ別のレセプトを作成して提出願います。

　　　※月の途中で退職者医療制度から国保一般に変更があった場合でも同様にレセプトを作成して提出願います。

　
（２）保険者番号が同一の場合
　　　保険者番号が同一で記号・番号のみ変更となった場合は、変更後の記号・番号を記載し、１枚のレセプトで提出願います。
Ｑ３： 医療機関を法人化した場合、どのような手続をすればよいのか
Ａ：地方厚生局（茨城県においては茨城事務所）への届出が必要となります。
　　地方厚生局への届出が受理後、国保連合会へ通知されます。

　　法人化した場合、医療機関コードが変更されますので、国保連合会に「国民健康保険診療（調剤）報酬等請求及び受領に関する届出書」の提出が必要となります。

Ｑ４：法人代表者（理事長または代表取締役等）が変更になった場合、どのような手続きをすればよいのか
Ａ：地方厚生局（茨城県においては茨城事務所）への届出が必要となります。

　　地方厚生局への届出が受理後、国保連合会へ通知されます。

　　代表者変更に伴い、診療報酬等の振込銀行の名義変更を行った場合は、国保連合会に「国民健康保険診療（調剤）報酬等請求及び受領に関する届出書」の提出が必要となります。
Ｑ５：医療法人の場合、開設者変更に伴い提出する書類に押す印鑑は、代表者の個人印でもよいか。

Ａ：届出書に押す印鑑は、医療法人等の代表者としていることから、医療法人の代表者としての理事長印となります。
　　※株式会社については、株式会社の代表者としての代表取締役印となります。

Ｑ６：国保連合会へ「国民健康保険診療（調剤）報酬等請求及び受領に関する届出書」を提出する場合必要な添付書類は何か
Ａ：（１）医療法人または株式会社の場合

　　　①預金通帳表紙及び裏面のコピー

　　　②印鑑証明（原本）※コピー不可
　　　③登記簿謄本（原本）※コピー不可

　　　④委任状（開設者と口座名義人が異なる場合）※双方の印鑑証明（原本）

　　（２）個人の場合

　　　①預金通帳表紙及び裏面のコピー

　　　②印鑑証明（原本）※コピー不可
③委任状（開設者と口座名義人が異なる場合）※双方の印鑑証明（原本）

Ｑ７：紙レセプトで請求しているが、オンライン請求に変更する場合どのような手続きが必要か

Ａ：請求開始予定月の２ヶ月前の２０日までに「電子情報処理組織の使用による請求に関する届出」を審査支払機関（国保連合会及び支払基金）に提出いただくことで、オンライン請求が可能となります。

　※電子媒体による請求を予定している場合は、請求開始予定月の前月の２０日までに「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」を審査支払機関へ提出することで、ＦＤ等による請求が可能となります。

Ｑ８：オンライン請求の届出が請求開始予定月の２ヶ月前の２０日とあるが、新規開業のため厚生局から医療機関コードが届いていないがどうすればよいか

Ａ：届出書の中の「医療機関（薬局）コード」欄は記入せず（空欄で）、ご提出していただきます。
　　後日、厚生局からの通知を基に連合会で記入させていただきます。

Ｑ９：オンライン請求の届出書の提出が期日までに間に合わない場合どうすればよいか

Ａ：審査支払機関へ遅延することの連絡をお願いします。

　　国保連合会　℡029-301-1556（電算業務課直通）

Ｑ10：レセプトを誤って請求してしまったため、レセプトを取下げしたいがどうすればよいか

Ａ：本会ホームページより「診療（調剤）報酬明細書等取下げ依頼書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ送付してください
　　

Ｑ11：請求点数が減点されたが納得がいかないため、再審査申し立てはどのように行えばよいのか

Ａ：本会ホームページより「診療（調剤）報酬明細書等再審査申立書」をダウンロードしていただき、必要事項及び再審査申し立て理由をご記入のうえ送付願います。
Ｑ12：支払額決定通知書を紛失してしまったため、再発行をしていただけますか
Ａ：本会ホームページより「診療（調剤）報酬等再発行依頼書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ本会「審査管理課管理係」あて送付願います。
　再発行手数料はかかりませんが、郵便切手を貼った返信用の封筒または郵便切手を同封してください。
　※再発行した通知書は原則届出のある医療機関等住所へ送付となりますので、会計事務所等医療機関所在地以外へ送付を希望される場合は、委任状も併せて送付願います。
Ｑ13：診療報酬等の支払日が変更されるとお伺いしましたが本当ですか

Ａ：国保連合会が扱う診療報酬等については、平成２３年４月支払分より支払日の変更を予定しております。ただし、すべての医療機関等が該当するのではなく、条件がありますのでご注意願います。

「支払日について」

　　○現在　診療翌々月の２６日
※26日が土曜日の場合は前日、休日の場合はその日の直後の最も近い金融機関営業日
　　○Ｈ23.4月以降（予定）

　　　　　　早期支払に該当する場合　診療翌々月の２０日

　　　　  　　※20日が休日又は土曜日に該当する場合は、その日の直後の最も近い金融機関営業日
　　　　　　早期支払に該当しない場合　診療翌々月の２６日
※26日が土曜日の場合は前日、休日の場合はその日の直後の最も近い金融機関営業日

「早期支払に該当するためには」
　　　早期支払に該当するためには、紙媒体のレセプト請求からオンライン又は磁気媒体による請求を開始する届出を審査支払機関へ提出していただくことが条件となります。
　　　なお、既にオンライン又は磁気媒体で請求している医療機関等は早期支払に該当しております。
＜注意＞　　
○医療機関等から診療報酬等の債権譲渡を受けている皆様へ
　　国保連合会に係る診療報酬等の支払については、平成２４年４月支払分から、オンライン及び磁気媒体による請求を行っている医療機関等において、現在の診療翌々月の２６日から原則診療翌々月の２０日（支払日が休日及び土曜日に当たる場合は、その日の直後の最も近い金融機関営業日）に変更を予定しております。

　　つきましては、新たに早期支払該当医療機関等に係る債権譲渡を受ける場合、本会への関係書類の提出期限（毎月１０日頃まで）が早まりますのでご注意願います。

なお、関係書類が、診療報酬等支払確定後又は医療機関等への支払完了後に受付した場合等は、翌月以降支払分からの開始となりますのでご了承願います。
　　






